
                

 

 

 

 

 

 左の写真は、１年生の凧揚げです。風に乗って、よくあがり、他学年の

子ども達が、とてもうらやましがっていました。 

 考えてみれば、凧揚げができる場所は、今や校庭と海辺ぐらいでしょう

か。現代は様々な制約があり、かつての様にのびのびできないことが多く

なっていますが、感染拡大が広がり、さらに窮屈な日々が続いています。 

 本校においても、様々な対応やご連絡を行っておりますが、 

対策や対応の不備や、急でわかりにくい連絡とのご指摘もあり、ご迷惑をおかけいたしまして、申し

訳ありません。校内の体制を見直すとともに、今後の対応の改善に取り組みます。 

 

 ＜タブレット PC について＞                                

高学年において、タブレット PC を持ち帰り、授業配信や課題等の連絡を試みました。 

学校で、授業に活用しているのは、主に GoogleClassroom と、ロイロノートです。 

いずれも、学校のタブレット PC 以外にも、ご家庭の PC やスマートフォン等でも、すでに配布して

いる児童 ID とパスワードﾞで利用が可能です。ID とパスワードは重要なものですので、今一度、保管に

ついてご確認をお願いいたします。 

今後、活用の幅を広げていくことを検討しています。別途連絡いたしますので、ご協力をよろしくお願

いいたします。 

 

 

 

 

 

 

＊来年度より、学校ごとに集めていた給食費が、公費化

（町の会計化）されます。このため、これまでの給食費

兼教材費の引き落としは、教材費のみとなります。 

すでに、お知らせを配布しておりますので、お手数で

すが、郵便局への提出・手続きをお願いいたします。 

＜１～６年生全員が対象です＊６年生は中学校用に必要＞ 

 

2 月の主な予定   ＊予定は変更になることがあります 

 

 

 

 

 

 

 

今週の全校朝会（meet）にて、子ども達にコロナ対策について、絵などを使い、わかりやすく説明いたしました。 

また、裏面に、町のコロナ対応について記載していますので、ご覧ください。 

・ 3（木）２年モンゴル講座        ・16（水）たてわりお別れ会（＊） 

6 年参観懇談（中止）      ・24（木）一斉下校訓練  

・ 7（月）6 年国会見学（中止）      ・2５（金）全校５時間授業下校（職員研究会）                    

・ 9（水）たてわり活動（中止）              安全と命について考える日 

・15（火）4～6 年生クラブ（3 年生見学）（＊）       （＊）は実施について検討中です 
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通通用門付近に掲げられている「あいさつ標語」に、町の募集で優秀賞となった 

さんの作品が追加されました   



「学校での児童・生徒の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応について」（葉山町ホームページより抜粋） 

神奈川県は、令和 4 年 1 月 21 日（金曜日）から 2 月 13 日（日曜日）まで、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく

まん延防止等重点措置の対象区域となりました。県内や本町においても新型コロナウイルスの感染者数が急激に増加しており、

感染対策を講じながら児童・生徒の学びを保障していくために、学級閉鎖等（学年閉鎖・臨時休業を含む）の対応については、

次の通りといたします。 

1 お子様が新型コロナウイルスの感染者もしくは濃厚接触者となった場合について 

お子様が感染者もしくは濃厚接触者となった場合、速やかに学校へご連絡いただきますようお願いいたします。 

また、迅速に対応するために、お子様が感染者となった場合は、学校より感染状況や学校での過ごし方についてお聞きいたしま

す。お聞きした内容については、プライバシーに十分に配慮して取り扱いいたします。 

2 学級閉鎖等の休業措置について 

児童・生徒に感染者が発生した場合の学級閉鎖等の実施の判断について、次の通りといたします。なお、その場合は、メール等

にてお知らせいたします。 

【感染者が発生し、濃厚接触者の特定が完了するまでの期間】 

学校内に感染者が発生した場合、濃厚接触者の特定にかかる期間について、状況に応じて学級閉鎖等を実施する場合があります。

また、課業期間中の下校を実施し、それに伴う引き取り等の対応をお願いする場合があります。 

【濃厚接触者の特定後の学級閉鎖等について】 

学校内で感染者が判明し、学校内の感染者が、学級閉鎖等の条件にあたる場合は、必要な期間、学級閉鎖等を実施します。休業

措置の実施決定以降は、その対象児童・生徒については、不要不急の外出や学童保育・児童館への来所を控える等の行動自粛を

お願いいたします。 

〇学級閉鎖等の条件 

【学級閉鎖】 

以下の 1～4 の状況に該当するかを目安に、個々の感染状況や、地域の感染状況を踏まえ、学級内で感染が広がっている可能性

が高い場合、学級閉鎖を行います。 

1．同一の学級において複数名の児童・生徒の感染が判明した場合 

2．感染が確認された者が 1 名であっても、周囲に未診断の風邪等の症状を有する者が複数名いる場合 

3．1 名の感染者が判明し、複数名の濃厚接触者が存在する場合 

4．その他、教育委員会が必要と判断した場合 

【学年閉鎖】 

同一学年の複数の学級を閉鎖するなど、学年内で感染が広がっている可能性が高い場合 

【学校全体の臨時休業】 

複数の学年を閉鎖するなど、学校内で感染が広がっている可能性が高い場合 

 

基本的な感染防止対策は、変異株であっても、3 密（密集・密接・密閉）の回避、マスクの着用、手洗いと手指消毒の徹底など

が有効とされております。各学校におきましては、これまで以上に緊張感をもって、感染防止対策の徹底に取り組んでまいりま

す。ご家庭におかれましても、登校前の検温や健康観察等をお願いするとともに、発熱やのどの痛み、体調がすぐれないなどの

症状がありましたら、無理せず、ゆっくり休養をとり、必要に応じて医療機関の受診をお願いいたします。 

これ以上の感染拡大を防ぐためにも、ぜひご家庭におかれましても感染防止対策にご協力をお願いいたします。 

（学校より追記） 

＊いただいた情報は原則公表しませんが、濃厚接触者の特定や感染拡大防止など必要な場合には、保護者の承諾を

得たうえで、必要な範囲でお伝えすることがあります。 

＊濃厚接触者の濃厚接触者については、自宅待機等行動制限の規定がありません。状況や必要に応じて学校や保健

所とご相談いただき、ご家庭での判断となります。 


